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公 式 記 録 員

9.00　記録に関する規則

9.01　公式記録員〈10.01〉
（ａ）　メジャーリーグではコミッショナー事務局、マイナーリーグでは各リーグ会
長が、各リーグの選手権試合、ポストシーズンゲームあるいはオールスターゲー
ムのために公式記録員（以下「記録員」）を任命する。
　　記録員は、新聞記者席内の所定の位置で試合の記録をとり、記録に関する規則
の適用に関して、たとえば打者が一塁に生きた場合、それが安打によるものか、
失策によるものかなどを、独自の判断で決定する権限を持つ。

　　記録員は、その決定を手で合図するか、記者席用拡声器によって記者席および
放送室に伝達し、また要求があれば、そのような決定事項について場内放送員に
助言を与える。

　　クラブ職員およびプレーヤーは、その決定について記録員と意見を交換するこ
とはできない。

　　記録員は、試合終了後あるいはサスペンデッドゲーム宣告後24時間以内に、
あらゆる記録を決定しなければならない。

　　メジャーリーグのプレーヤーまたはクラブは、試合終了後（またはサスペンデ
ッドゲーム宣告後）72時間以内、あるいは記録員が本項の規定により試合終了
後（またはサスペンデッドゲーム宣告後）24時間以内に試合中に下した決定を
変更した場合はその変更から72時間以内に、書面または認められた電子的手段
によってコミッショナー事務局へ通知して、運営部門責任者に記録員の決定を見
直すように要求することができる。運営部門責任者は、すべての関連する利用可
能な映像を入手しなければならず、検討が必要と認めたあらゆる証拠をよく考慮
して、記録員の決定が明らかに誤っていると判断した場合には、記録員にその決
定を変更するように命じることができる。以後、この決定を変更することはでき
ない。運営部門責任者は、プレーヤーまたはクラブが繰り返し見直しに値しない
申し立てをしたり、不誠実な行為をして、申し立て手続きを悪用したとみなした
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場合には、警告の後にプレーヤーまたはクラブに適宜な制裁を科すことができる。
　　マイナーリーグのプレーヤーまたはクラブは、リーグの規則に基づいて、リー
グ会長に記録員の決定を見直すように要求することができる。

　　記録員は、試合終了後（フォーフィッテッドゲームおよびコールドゲームを含
む）、メジャーリーグではコミッショナー事務局、マイナーリーグでは各リーグ
会長が規定した様式に従って、次の各項を記載した報告書を作成する。すなわち、
試合の日時、球場名、試合したチーム名および審判員名、試合のフルスコア、記
録に関する規則に特に規定した方式に従って作成した各プレーヤーの個人記録で
ある。記録員は、この報告書を試合終了後できる限り速やかにメジャーリーグで
はコミッショナー事務局、マイナーリーグでは各リーグ事務局に提出する。

　　記録員は、一時停止試合が完了するか、または7.02（ｂ）（４）によってコール
ドゲームとなった試合は、いずれもできる限り速やかにその報告書を提出する。
（9.03参照）

【原注】　記録員は、リーグから指示された場合には、公式記録の報告書を、リーグ事務
局でなくリーグの統計員に提出しなければならない。統計員と記録員の間で食い違いが
ある場合は、その報告書を照合して確認しなければならない。統計員と記録員は食い違
いを解決するため協力すべきである。

（ｂ）　（１）　記録員は、いかなる場合でも、記録に関する規則を含む本規則の条項
に反するような記録についての決定を下してはならないし、記録に関する規則を
厳重に守らなければならない。

　　記録員は、審判員の裁定に反するような決定を下してはならない。
　　記録員は、本規則に明確に規定されていない事項に関しては、自己の裁量でそ
の決定を下す権能が与えられている。

　　メジャーリーグではコミッショナー事務局、マイナーリーグでは各リーグ会長
は、記録に関する規則に反するような記録員の決定については、変更するように
命じなければならない。また、誤った決定を訂正するために必要な修正措置をと�
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　らなければならない。
（２）　３人アウトになっていないのに攻守交代が行なわれた場合には、記録員は
ただちにその誤りを球審に知らせなければならない。

【注】　（４）項に規定されるように、助言をしてはならないときを除いて、ボールカウ
ントが３─２のときに球審が四球と思って打者に一塁を許した場合とか、代わるこ
とが許されていない投手に代わって他のプレーヤーが出場しようとした場合などに
は、記録員は審判員に助言を与える。

（３）　提訴試合または一時停止試合となった場合には、記録員は、提訴または一
時停止になったときの状態を、得点、アウトの数、各走者の位置、打者のボー
ルカウント、両チームの打順表、交代して退いたプレーヤーにいたるまで、詳
細かつ正確に報告しなければならない。

【原注】　一時停止試合で重要なことは、停止されたときと全く同じ状態から再開されな
ければならないことである。提訴試合において、提訴されたプレイ以後は無効として、
やり直しが命じられた場合は、そのプレイの直前と全く同一の状態から再開されなけれ
ばならない。

（４）　記録員は、たとえプレーヤーが打順を誤っていても、審判員または両チー
ムのいかなる人にも、その事実について告げたり、注意を促したりしてはなら
ない。

（ｃ）　記録員は、公式代表者であって、その職務に関する限り、尊敬を受け、しか
も威厳が保てるようにメジャーリーグではコミッショナー事務局、マイナーリー
グでは各リーグ会長が十分な保護を加えなければならない。
　　記録員は、その任務の遂行にあたり、監督、プレーヤー、クラブ役職員から侮
辱的言動を受けた場合には、いかなるものでも然るべきリーグ役職員まで報告し
なければならない。
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9.02　公式記録の報告書〈10.02〉
　　リーグが公式記録の報告書を指定する場合、次に列記する各項目の数字が記入で
きるものでなければならない。
（ａ）　打者または走者の記録の項目は次のとおりである。
（１）　打撃を完了した回数、すなわち打数（アットバット……AB）
　　ただし、次の場合は打数には算入しない。
　　（ｉ）犠牲バントおよび犠牲フライ　（ii）四球　（iii）死球　（iv）妨害（イ
ンターフェア）または走塁妨害（オブストラクション）によって一塁を得た場
合。

【注】　打者の打球に対して野手が選択守備を終わった後、その打者がオブストラクシ
ョンによって一塁を許された場合には、打者に打数を記録する。また打者がオブス
トラクションによって一塁を得た場合でも、記録員がその打球を安打と判断したと
きには、打数を取り消さないで、打者に安打を記録する。

（２）　得　点（ラン……Ｒ）の数
（３）　安　打（ヒット……Ｈ）の数
（４）　打　点（ランスバッテッドイン………RBI）の数
（５）　二塁打（ツーベースヒット……2B）
（６）　三塁打（スリーベースヒット……3B）
（７）　本塁打（ホームラン……HR）
（８）　塁　打（トータルベース……TB）
（９）　盗　塁（ストールンベース……SB）
（10）　犠牲バント（サクリファイスバント……SH）
（11）　犠牲フライ（サクリファイスフライ……SF）
（12）　四　球（ベースオンボールス……BB）の総数
（13）　故意の四球を区別して記載する。（インテンショナルベースオンボールス
……IB）
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（14）　死　球（ヒットバイピッチ……HP）の数
（15）　妨　害（インターフェア……Int）または走塁妨害（オブストラクション
……Ob）で一塁を与えられた数

（16）　三　振（ストライクアウト……SO）
（17）　フェアゴロによる併殺打（GIDP）、すなわち、フォースダブルプレイま
たはリバースフォースダブルプレイとなるゴロの数（定義23参照）

【原注】　打者走者が前位の走者の妨害行為によってアウトの宣告を受けた場合には、そ
の打者に併殺打を記録しない。

【注１】　たとえば、走者一塁のとき、一塁手が打者のゴロを捕って３─６─３のダブ
ルプレイを行なえば、フォースダブルプレイとなり、アウトをとる順序を変えて３
─３─６のダブルプレイを行なえば、リバースフォースダブルプレイとなる。

　　また、走者満塁のとき、三塁手が打者のゴロを捕って三塁に触れた後、５─２で三
塁走者をタッグアウトにしたときのように、第１アウトが一塁以外の塁でのフォー
スアウト、第２アウトがフォースアウトにされるはずであった走者が、塁に達する
前にタッグアウトになったときも同様、リバースフォースダブルプレイである。

　　なお、打者の打った飛球、ライナーを野手が落として（故意落球ではなく）前記の
ような併殺を行なっても、併殺打とはみなさない。

【注２】　打者が併殺打となるようなゴロを打ったとき、第１アウトが成立した後、第
２アウトに対する送球を野手が捕らえ損じたためにその野手に失策が記録されたと
きのように、併殺が完成されなかった場合でも、その打者には併殺打を記録する。

（18）　盗塁刺（コートスティーリング……CS）の数
（ｂ）　各野手の記録の項目は、次のとおりである。
（１）　刺　殺（プットアウト……PO）の数
（２）　補　殺（アシスト……Ａ）の数
（３）　失　策（エラー……Ｅ）の数
（４）　併　殺（ダブルプレイ……DP）に関与した数
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（５）　三重殺（トリプルプレイ……TP）に関与した数
（ｃ）　各投手の記録の項目は次のとおりである。
（１）　投球した回数（イニングピッチド……IP）

【原注】　投手の投球回を決めるにあたっては、アウト一つを３分の１回とする。先発投
手が６回１アウトのとき退けば、その投手には５回３分の１の投球回を記録する。先発
投手が６回０アウトのとき退けば、その投手には５回の投球回と６回に面した打者の数
の説明をつける。救援投手が打者２人をアウトにしただけで退けば、その投手には３分
の２の投球回を記録する。

　　救援投手が出場し、アピールプレイが成立して１アウトを得た場合は、その救援投手
に３分の１の投球回を記録する。

【注】　投手の連続イニング無失点を決定するにあたって、たとえば、５回まで無失点、
６回１アウトをとった後に走者を残して退き、この走者が得点（自己の責任）した
場合は、この３分の１回を加算せず、無失点イニングは５回とする。これに反して、
６回１アウト走者二塁で救援に出て、次打者に安打されて二塁走者に得点（前任投
手の責任）を許しても、それ以後この回に自己の責任となる得点を与えず、アウト
二つをとった場合は、この３分の２回は加算する。

（２）　各投手のもとにおける打者数
（３）　各投手のもとにおける打数（9.02ａ1参照）
（４）　各投手が与えた安打の数
（５）　各投手が与えた得点（失点）の数
（６）　各投手が与えた自責点（アーンドラン……ER）の数
（７）　各投手が与えた本塁打の数
（８）　各投手のもとにおける犠牲バントの数
（９）　各投手のもとにおける犠牲フライの数
（10）　各投手が与えた四球の総数
（11）　各投手が与えた故意四球の数

公式記録の報告書
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（12）　各投手が与えた死球の数
（13）　各投手が奪った三振の数
（14）　各投手の暴投（ワイルドピッチ……WP）の数
（15）　各投手のボークの数……Bk

（ｄ）　次の細目を付加する。
（１）　勝投手名（ウィニングピッチャー……Ｗ）
（２）　敗投手名（ルージングピッチャー……Ｌ）
（３）　各チームの先発および交代完了の投手名（ゲームスタート、ゲームフィニ
ッシュ……GS・GF）

（４）　セーブを与えられた投手名（セーブ……Ｓ）
（ｅ）　各捕手の逸球（パストボール……PB）の数
（ｆ）　併殺および三重殺に関与したプレーヤーの氏名

【原注】　たとえば次のように記入する。
　併殺＝ジョーンズ──ロバーツ──スミス（２）。三重殺＝ジョーンズ──スミス。

（ｇ）　各チームの残塁（レフトオンベース……LOB）の数
　　残塁数とは、走者となって、得点もせず、アウトにもならず、塁に残った全走
者の数をいい、たとえば、内野ゴロを打って他の走者をアウトにしたために第３
アウトが成立し、一塁に達するまでにその回が終わったときの打者走者を含む。

（ｈ）　満塁本塁打を打った打者の氏名
（ i ）　最終回の裏３アウトになる前に勝敗が決まった場合には、決勝の得点が記録
されたときのアウトの数

（ｊ）　各チームの各イニングにおける得点
（ｋ）　次の順で審判員名──球審、一塁塁審、二塁塁審、三塁塁審、必要とあれば、
左翼審判、右翼審判

（ℓ）　天候状態、停電あるいは試合に関係ない技術的障害による遅延を差し引いた

公式記録の報告書 公式記録の報告書の作成
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正味の試合時間

【原注】　プレーヤー、監督、コーチ、審判員の負傷手当のための遅延は試合時間に算入
する。

（ｍ）　ホームチームにより提供される公式入場者数

9.03　公式記録の報告書の作成〈10.03〉
（ａ）　公式記録の報告書の作成にあたって、記録員は、まず各プレーヤーの氏名を
その守備位置とともに、打撃順に従って記載する。また途中で代わって出場して、
試合が終わるまでに１度も打撃につく機会がなかったプレーヤーの氏名は、予定
の打撃順によって記載する。

【原注】　プレーヤーが、他の野手と守備位置をかえたのではなく、ただ特別の打者のた
めに自分の守備位置と違った場所に移動した場合（たとえば、二塁手が外野に行って外
野手が４人となった場合、三塁手が遊撃手と二塁手との間に移動した場合）には、これ
を新しい守備位置として報告書に記載しない。

（ｂ）　それぞれのチームの打順表に代打者または代走者として各プレーヤーを記入
した場合には（そのまま守備についた場合にも）、特殊の符号であらわし、交代
事情の説明を加える。

　　一度代打者または代走者として発表されただけで実際には試合に出場せず、さ
らに他の代打者または代走者と代わった場合には、その旨を記入する。このよう
な２番目の代打者または代走者の行為についてもその旨を記入する。

【原注】　交代して出場したプレーヤーの表記にはａ、ｂ、ｃ、ｄ……の符号を用いて、
たとえば、ａは３回Ａに代わって安打した、ｂは６回Ｂに代わってフライアウトとなっ
た、ｃは７回Ｃに代わって走者がフォースアウトになるゴロを打った、ｄは９回Ｄに代
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わってゴロを打ってアウトとなった……のような説明を加える。
　　一度代打者または代走者として発表されただけで実際には試合に出場せず、さらに他
の代打者または代走者と代わった場合には、「ｅは７回Ｅの代打（代走）として発表さ
れた」のように記入する。

（ｃ）　ボックススコアの検算
　　各チームの打数、四球、死球、犠牲バントおよび犠牲フライ、妨害（インター
フェア）および走塁妨害（オブストラクション）による出塁数の合計と、そのチ
ームの得点、残塁および相手チームの刺殺（プットアウト）の合計とが、ともに、
そのチームの打者数と等しいかどうかを確かめ、その結果、それが一致しておれ
ば各数字が正しいという証明になる。

（ｄ）　打順の誤りがあったときの記録法
　　打順を誤った打者が、その誤りを指摘されないまま打撃を完了してアウトにな
った後に、アピールが成立して正位打者がアウトの宣告を受けたときには、不正
位打者のアウトの状態をそのまま正位打者に記録する。たとえば、不正位打者Ａ
が遊ゴロで一塁でアウトになった後、アピールによって正位打者Ｂがアウトにな
れば、Ｂは遊ゴロして一塁でアウトになったものと記録する。

【注１】　前記は、不正位打者が、単独で一塁に触れるまでにアウトにされた場合の記
録法と解し、たとえば、不正位打者が他の走者とともに併殺された場合などに、ア
ピールがあれば、正位打者がアウトを宣告されて、不正位打者の行為は取り消され
るから、その打者のアウトの状況をそのまま正位打者に記録するわけにはいかない。
したがってこのような場合には、次によって捕手に刺殺を与える。

　　不正位打者が走者となって出塁した後アピールがあって、正位打者がアウトの
宣告を受けたときは、捕手に刺殺を与え、正位打者には打数１を記録する。した

検算・打順の誤りの記録法 コールドゲーム
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がって、不正位打者がセーフとなった記録は抹消する。
　　数人の打者が、続けざまに打順を誤ったために打順が乱れた場合は、各プレイ
が行なわれたままを記録する。

【注２】　たとえば、１番の打順に２番が打って三振、次に１番が中飛で２アウト、３
番を抜かして４番、５番と続いて安打を放ったときの記録法は、１番の２アウトと
２番の１アウトとアウトの順は前後するが、そのままその打者のところへ記録し、
抜かされた３番をとばしたまま４番、５番と記録する。したがって、３番の打数は
一つ少なくなるのは当然である。

（ｅ）　コールドゲームおよびフォーフィッテッドゲーム
（１）　コールドゲームが正式試合となった場合、7.01の規定に従って、試合終
了となるまでに記録された個人とチームとの記録を、すべて公式記録に算入す
る。ただし、コールドゲームがタイゲームであった場合は、投手に対する勝投
手、敗投手の記録だけは除く。

（２）　試合が正式試合となった後に、フォーフィッテッドゲームになった場合は、
試合終了となるまでに記録された個人およびチームの記録を、すべて公式記録
に算入する。
　　フォーフィッテッドゲームによって勝ちを得たチームが、相手チームよりも
多くの得点を記録していたときには、9.17の規定に従って投手に対する勝投
手、敗投手を決定して、公式記録に算入する。

　　フォーフィッテッドゲームによって勝ちを得たチームの得点が、相手チーム
の得点よりも少ないか、等しかった場合には、投手に対する勝投手、敗投手を
記録しない。

　　試合が正式試合となる前にフォーフィッテッドゲームになった場合、すべて
の記録は公式記録に算入しない。この際は、フォーフィッテッドゲームとなっ
た事情を報告する。

コールドゲーム

173

9.03



―11―─142─

142

─143─

【原注】　記録員は、フォーフィッテッドゲームが宣告された時点における試合の結果に
もかかわらず、フォーフィッテッドゲームのスコアを９対０とみなしてはならない。
（定義31）

9.04　打　　　点〈10.04〉
　　打点の記録は、本条規定により、打者の打撃が得点の原因となった場合に、その
打者に与えられる。
（ａ）　次の場合には打点を記録する。
（１）　打者が、失策によらず、安打、犠牲バント、犠牲フライ、または内野のア
ウトおよび野手選択によって走者を得点させた場合。ただし、本条（ｂ）が適用
された場合は除く。

（２）　満塁で、四球、死球、妨害（インターフェア）および走塁妨害（オブスト
ラクション）によって打者が走者となったために、走者に本塁が与えられて得
点が記録された場合。

（３）　０
ノー
アウトまたは１アウトで、打者の打球に対して失策があったとき三塁走

者が得点した場合は、その失策がなくても、走者は得点できたかどうかを確か
め、失策がなくても得点できたと認めれば、打者には打点を与える。

（ｂ）　次の場合には打点を記録しない。
（１）　打者がフォースダブルプレイまたはリバースフォースダブルプレイとなっ
たゴロを打って走者を本塁に迎え入れた場合。

（２）　打者がフォースダブルプレイとなるようなゴロを打ち、第１アウトが成立
した後、一塁（または一塁以外の塁）での第２アウトに対する送球を野手が捕
らえ損じたために、その野手に失策が記録されたときに走者が得点した場合。

（ｃ）　野手がボールを持ちすぎたり、あるいは塁へ無用な送球をするようなミスプ
レイの間に走者が得点した場合に、記録員が打者に打点を与えるかどうかは、次
の基準を参酌して決する。
　　すなわち、このようなミスプレイにもかかわらず、この間走者が走り続けて得

打　　　　　点 安　　　　　打
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点した場合には、打者には打点を記録するが、いったん止まった走者が、このミ
スプレイを見た上で、走り直して得点した場合には、野手選択による得点と記録
して、打者には打点は与えられない。

9.05　安　　　打〈10.05〉
　　安打の記録は、本条規定により、打者が安全に塁に達した場合に、その打者に与
えられる。
（ａ）　次の場合には安打を記録する。
（１）　フェアボールが、野手に触れる前に、フェア地域に落下するか、フェア地
域の後方のフェンスに当たるか、あるいはフェア地域のフェンスを越えたため
に、打者が安全に一塁（またはそれより先の塁）に生きた場合。

（２）　フェアボールが強すぎるか、または弱すぎたために、野手がその打球を処
理しようとしたがその機会がなくて、打者が安全に一塁に生きた場合。

【原注】　たとえば、遊撃手が処理すればアウトにできたかもしれないと思われる打球に
対して、三塁手が飛び出してデフレクトしたり、あるいは途中でカットして処理しよう
としたが、結局プレイができずに終わったような場合などには、安打と記録する。

【注】　〝デフレクト〟とは、野手が打球に触れて球速を弱めるか、あるいは打球の方向
を変えたことを意味する。

（３）　フェアボールが不自然にバウンドしたために、野手の普通の守備では処理
することができないか、または野手に触れる前に、投手板あるいは各塁（本塁
を含む）に触れたために、野手の普通の守備では処理できなくなって、打者が
安全に一塁に生きた場合。

（４）　野手に触れないで外野のフェア地域に達したフェアボールによって、打者
が安全に一塁に生きることができ、しかもその打球は、野手の普通の守備では

安　　　　　打
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とうてい処理できなかったと記録員が判断した場合。
（５）　野手に触れていないフェアボールが、走者、審判員の身体または着衣にフ
ェア地域で触れた場合。ただし、走者がインフィールドフライに触れてアウト
を宣告されたときには、安打は与えられない。

（６）　打球を扱った野手が、先行走者をアウトにしようと試みたが成功せず、し
かもその打球に対して普通に守備をしても、一塁で打者走者をアウトにできな
かったと記録員が判断した場合。

【原注】　本条各項の適用にあたって疑義のあるときは、常に打者に有利な判定を与える。
　　打球に対して非常な好守備を行なったが、続くプレイが十分でなくアウトをとること
ができなかった場合などには、安打を記録するのが安全な方法である。

（ｂ）　次の場合には安打を記録しない。
（１）　打者の打球で、走者が封殺（フォースアウト）されるか、または野手の失
策によって封殺を免れたような場合。

（２）　打者が明らかに安打と思われるボールを打ったにもかかわらず、進塁を義
務づけられた走者（打者が走者となったため）が、次塁の触塁を誤って、アピ
ールによってアウト（封殺）になったときは、その打者には安打を与えず、打
数を記録する。

（３）　打球を扱った投手、捕手または内野手が、次塁を奪おうとするか、元の塁
へ帰ろうとする先行走者をアウトにした場合、あるいは普通の守備でならアウ
トにできたにもかかわらず、失策のためにアウトにできなかった場合には、打
者に安打を与えず、打数１を記録する。

【注１】　走者がオーバースライドなどのために、いったん触れた塁を離れてアウトに
なったときには、打者は走者を進めることができたものとみなして、打者に安打を
記録する。

安打を記録しない場合 単打・長打の決定
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【注２】　本項でいう内野手とは、内野手が普通の守備範囲内で守備した場合だけを指
し、内野手がその守備範囲を越えて外野で守備した場合には、内野手とはみなさな
い。たとえば走者二塁のとき、打者が遊撃手と左翼手との中間に小飛球を打ち上げ
た。二塁走者は、捕球されるのを懸念して離塁が少なかった。落球を見て三塁へ走
ったが、遊撃手からの送球で三塁でアウトになったような場合には、本項を適用し
ないで打者に安打を記録する。

　　また外野手が打球を扱った場合には、走者がフォースアウトにされない限り、打者
に安打を記録する。

（４）　打者が一塁でアウトになるだろうと記録員が判断したとき、打球を扱った
野手が先行走者をアウトにしようとして行なった送球または触球行為などが不
成功に終わった場合。

【原注】　打球を扱った野手が、ただちに打者走者に向かわないで、わずかに他の走者を
うかがったり、または他の塁へ送球するふりをした（実際には送球せず）ために送球が
遅れて、打者を一塁に生かした場合などには、本項を適用しないで、打者に安打を記録
する。

（５）　打球を処理しようとする野手を妨害したために、走者がアウトを宣告され
た場合。
　　ただし、走者が守備妨害によってアウトになった場合でも、記録員がその打
球を安打と判断した場合には、打者には安打の記録を与える。

9.06　単打・長打の決定〈10.06〉
　　安打を単打と記録するか、二塁打、三塁打または本塁打と記録するかは、次によ
って決定する。（失策またはアウトをともなった場合を除く）
（ａ）　次の（ｂ）（ｃ）の場合を除いて、打者が一塁で止まれば単打、二塁で止まれば
二塁打、三塁で止まれば三塁打、本塁に触れて得点すれば本塁打と記録する。

単打・長打の決定
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（ｂ）　塁に走者を置いて、打者の打った安打を扱った野手が、先行走者をアウトに
しようと企てている間に、打者走者が数個の塁を奪った場合には、記録員は、打
者が自らの打撃だけで得ることができた塁数ならびに野手選択によって進塁した
塁数を参酌して、単打、二塁打、三塁打または本塁打を決定する。

【原注】　先行走者が本塁でアウトになるか、失策のためにそのアウトを免れた場合は、
打者が三塁を得ていても三塁打とは記録しない。一塁走者が三塁へ進もうとしてその塁
でアウトになるか、または失策のためにそのアウトを免れた場合には、打者が二塁を得
ていても二塁打とは記録しない。

　　しかし、先行走者がアウトにされる機会がなかったときは、先行走者が進んだ塁数に
関係なく、その打者の塁打数を決定する。すなわち先行走者が１個の塁しか進めなかっ
たり、あるいは１個も進めなかったときでも、打者には二塁打と記録される場合もあ
り、また先行走者が２個の塁を得ても、打者には単打しか記録されない場合もある。た
とえば次の場合である。
①　走者一塁のとき、打者が右前に安打、右翼手は三塁に送球したが、走者は三塁に生
き、打者は二塁を得た。──記録は単打。

②　走者二塁、打者がフェア飛球の安打を放った。走者は捕球を懸念してリードが少な
く、三塁を得たにすぎなかった。この間打者二進──記録は二塁打。

③　走者三塁、打者の打球は高いフェア飛球となる。一度リードをとった走者は、球が
捕らえられるとみて帰塁した。ところが球は捕らえられず安打となったが、走者は
得点できず、打者はこの間に二塁を得た。──記録は二塁打。

（ｃ）　長打を放った打者が、二塁または三塁を得ようとしてスライディングを試み
たときには、進んだ最後の塁を確保して、初めて二塁打または三塁打と記録する。
打者走者がオーバースライドして塁に戻る前に触球アウトになった場合には、打
者走者が安全に確保した塁と同数の塁打を与える。すなわち、打者走者が二塁を
オーバースライドして触球アウトになれば単打を与え、三塁をオーバースライド
して触球アウトになれば二塁打と記録する。

単打・長打の決定 サヨナラ安打の塁打決定
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【原注】　打者走者が二塁あるいは三塁をオーバーランして、その塁に戻ろうとして触球
アウトになった場合には、打者走者が最後に触れた塁によって、その塁打を決定する。

　　打者走者が二塁を踏んで通過し、引き返そうとして触球アウトになったときには、二
塁打が与えられ、打者走者が三塁を踏んで通過し、引き返そうとして触球アウトになっ
たときには、三塁打が与えられる。

（ｄ）　打者が安打を放ったが、触塁に失敗してアウトになった場合は、安全に得た
最後の塁によって、単打、二塁打、三塁打を決定する。すなわち、打者走者が二
塁を踏まないでアウトになったときには単打、三塁を踏まないでアウトになった
ときには二塁打、本塁を踏まないでアウトになったときには三塁打を、それぞれ
記録する。一塁を踏まないでアウトになったときには、打数１を記録するだけで、
安打を記録しない。

【注】　本項は、安打を放った打者が触塁に失敗してアウトになった場合だけでなく、
前位の走者に先んじてアウトになった場合にも適用される。

（ｅ）　打者走者が5.06（ｂ）（４）または6.01（ｈ）の規定に基づいて、２個または３
個の塁、あるいは本塁が与えられた場合には、打者走者が進んだ塁によって、そ
れぞれ二塁打、三塁打、本塁打と記録する。

（ｆ）　本条（ｇ）の場合を除いて、最終回に安打を放って勝ち越し点をあげた場合、
打者には勝ち越し点をあげた走者がその安打で進んだ塁と同じ数だけの塁打しか
記録されない。しかもその数だけの塁を触れることが必要である。

【原注】　5.05（ａ）および5.06（ｂ）（４）中の諸規定によって、打者に数個の安全進塁権が
認められて、長打が与えられたときにも、本項は適用される。

　　記録員は、勝ち越し点が、打者走者が塁に触れるわずか前に記録されたとしても、プ

サヨナラ安打の塁打決定
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レイの自然な流れの中で打者が触れる塁数を与える。たとえば、９回裏同点で走者二塁
のとき、打者が外野へ安打を放ち、一塁を経て二塁へ向かったが、二塁に達するわずか
前に二塁走者が本塁に達した場合でも、打者走者が二塁に達すれば、打者に二塁打を与
える。

【注】　打者は正規に前記と同数の塁に触れることが必要である。また、たとえば、最
終回で走者二塁のとき、打者がバウンドでスタンドへ入るサヨナラ安打を放った場
合、打者が二塁打を得るためには、二塁まで正規に進むことを必要とする。

　　しかし、走者三塁のとき、打者が前記の安打を放って二塁に進んでも、単打の記録
しか与えられない。

（ｇ）　最終回、打者がフェンス越えの本塁打を放って試合を決した場合は、打者お
よび走者があげた得点の全部を記録する。

9.07　盗塁・盗塁刺〈10.07〉
　　走者が、安打、刺殺、失策、封殺、野手選択、捕逸、暴投、ボークによらないで、
１個の塁を進んだときには、その走者に盗塁を記録する。この細則は次のとおりで
ある。
（ａ）　走者が投手の投球に先立って、次塁に向かってスタートを起こしていたとき
は、たとえその投球が暴投または捕逸となっても、暴投または捕逸と記録しない
で、その走者には盗塁を記録する。
　　盗塁を企てた走者が暴投、捕逸のために余分の塁を進むか、他の走者が盗塁行
為によらないで進塁した場合には、盗塁を企てた走者に盗塁を記録するとともに、
暴投または捕逸もあわせて記録する。

【注１】　次の場合、暴投または捕逸があっても、走者が投球に先立って盗塁を企てて
いれば、その走者には盗塁が記録される。

盗　　　　　塁 盗　　　　　塁
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　①�　打者への四
フォアボール
球目のとき、打者の四球によって次塁が与えられなかった走者が、次

塁に進むかあるいはそれ以上に進塁した場合。
　②�　打者の三

スリーストライク
振目のとき、打者または走者の進塁に対して、暴投または捕逸が記録さ

れた場合。ただし、２アウト後、走者一塁、一・二塁、一・二・三塁のときの各走
者の進塁、および走者一・三塁のときの一塁走者の進塁に対しては、盗塁は記録さ
れない。

【注２】　打者が捕手またはその他の野手に妨害されたときに、走者が盗塁を企ててい
たので、5.06（ｂ）（３）（Ｄ）が適用されて次塁への進塁を許された場合、その走者に
は盗塁を記録する。

（ｂ）　走者が盗塁を企てたとき、投手の投球を受けた捕手が盗塁を防ごうとして悪
送球しても、盗塁だけを記録して捕手には失策を記録しない。ただし、盗塁を企
てた走者が、その悪送球を利してさらに目的の塁以上に進むか、あるいは、その
悪送球に乗じて他の走者が１個以上の塁を得た場合には、盗塁を企てた走者に盗
塁を記録するとともに、その捕手にも失策を記録する。

（ｃ）　盗塁を企てるか塁を追い出された走者が挟撃されて、失策を記録されない守
備側の不手際からアウトを免れて、次塁に進んだ場合には、その走者に盗塁が記
録される。そのプレイ中、他の走者も進塁した場合には、その走者にも盗塁を記
録する。

　　また、盗塁を企てた走者が挟撃され、失策を記録されない守備側の不手際から
アウトを免れて、元の塁に帰ったプレイの間に、他の走者が進塁した場合、進塁
したその走者には盗塁を記録する。

（ｄ）　重盗、三重盗に際して、ある走者が奪おうとした塁に達する前か、あるいは、
塁に触れた後オーバースライドして、野手の送球によってアウトにされたときは、
どの走者にも盗塁は記録されない。

【注】　現実にアウトになった場合だけでなく、当然アウトになるはずの走者が失策に
よってアウトを免れたと記録員が判断した場合も同様、どの走者にも盗塁は記録さ
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れない。

（ｅ）　盗塁を企てた走者が、奪おうとした塁をオーバースライドした後、触球アウ
トにされた場合には、その塁に戻ろうとしたか、あるいはさらに次の塁を奪おう
としたかに関係なく、すべてその走者には盗塁を記録しない。

（ｆ）　野手が好送球を明らかに落としたために、盗塁を企てた走者がアウトを免れ
たと記録員が判断した場合には、送球を落とした野手に失策を、送球した野手に
補殺を記録し、走者には盗塁を記録しないで盗塁刺を記録する。

（ｇ）　走者が盗塁を企てた場合、これに対して守備側チームがなんらの守備行為を
示さず、無関心であるときは、その走者には盗塁を記録しないで、野手選択によ
る進塁と記録する。

【原注】　守備側が無関心だったかどうかを判断するにあたって、次のような状況を全体
的に考慮しなければならない──イニング、スコア、守備側チームが走者を塁に留めよ
うとしていたかどうか、投手が走者に対しピックオフプレイを試みたかどうか、盗塁の
企てに対して通常は塁に入るべき野手が塁に入る動きをしたかどうか、守備側チームが
走者の進塁にこだわらない正当な戦術的動機があったかどうか、守備側チームが走者に
盗塁が記録されるのを強くはばもうとしたかどうか。

　　たとえば、走者一・三塁で、一塁走者が二塁を奪おうとした場合、もし、守備側に正
当な戦術的動機があった──すなわち、二塁への送球の間に三塁走者が本塁へ突入する
のを防ぐため、一塁走者の進塁にはこだわらなかった──と記録員が判断すれば、通常
は盗塁を与えるべきである。また、たとえば、盗塁を記録されることによって、守備側
チームのプレーヤーのリーグ盗塁記録、通算盗塁記録、リーグ盗塁王タイトルが危うく
なる場合には、守備側チームは盗塁が記録されるのを強くはばもうとしていると判断し
てよい。

（ｈ）　次に該当する走者が、アウトになるか、失策によってアウトを免れたと記録
員が判断した場合にはその走者に盗塁刺を記録する。すなわち、

　（１）盗塁を企てた走者（２）塁を追い出されたために次塁へ進もうとした走者
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（元の塁に戻ろうとした後に次塁へ進もうとした走者も含む）（３）盗塁を企てて
オーバースライドした走者がそれである。

【原注】　捕手が投球をそらしたのを見て走り出した走者が、アウトになるか、失策によ
ってアウトを免れたときは、その走者に盗塁刺を記録しない。

　　走者がオブストラクションによって１個の塁を与えられた場合、あるいは打者による
インターフェアによって走者がアウトを宣告された場合は、その走者に盗塁刺を記録し
ない。

　　走者がたとえセーフになっていたとしても盗塁が記録されないような場合（たとえば、
捕手が投球をそらしたのを見て走り出した走者がアウトになった場合）では、その走者
に盗塁刺を記録しない。

【注１】　本項は、前記の走者が走塁をはじめたとき、次塁に走者がいなかった場合、
または走者がいてもその走者も盗塁を企てていた場合だけに適用される。

【注２】　塁を追い出された走者が、元の塁に戻ろうとしてアウトになるか、失策によ
ってアウトを免れた場合には、その走者に盗塁刺を記録しない。

9.08　犠牲バント・犠牲フライ〈10.08〉
（ａ）　０

ノー
アウトまたは１アウトで、打者のバントで１人または数人の走者が進塁し、

打者は一塁でアウトになるか、または失策がなければ一塁でアウトになったと思
われる場合は、犠牲バントを記録する。

　　ただし、打者がバントをしたとき、１人または数人の走者を進めるためでなく、
安打を得るためであったことが明らかであったと記録員が判断したときには、打
者には犠牲バントを記録しないで、打数を記録する。

【原注】　打者が走者を進めるために打者自身が一塁に生きる機会を犠牲にしたかどうか
を決定するにあたって疑義のあるときには、常に打者に有利に扱う。記録員は、その打
席の状況全体──イニング、アウトカウント、スコア──を考慮に入れなければならな
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い。

（ｂ）　０
ノー
アウトまたは１アウトで、バントを扱った野手が、次塁で走者をアウトに

しようと試みて、無失策にもかかわらず、その走者を生かしたときは、犠牲バン
トを記録する。

　　ただし、普通の守備では、とうてい打者を一塁でアウトにすることは不可能で
あると記録員が判断したとき、バントの打球を扱った野手が、先行走者をアウト
（タッグアウト、フォースアウトの区別なく）にしようとして不成功に終わった
場合には、打者には単打を記録して、犠牲バントとは記録しない。

【注】　バントを扱った野手が、ただちに打者走者に向かわないで、わずかに他の走者
をうかがったり、または他の塁へ送球するふりをした（実際には送球せず）ために
送球が遅れて、打者を一塁に生かした場合には、打者に単打を記録して、犠牲バン
トとは記録しない。

（ｃ）　打者のバントの打球で次塁へ進もうとする走者のうち１人でもアウト（フォ
ースアウト、タッグアウトの区別なく）にされたときには、打者に打数を記録す
るだけで、犠牲バントとは記録しない。

【注１】　たとえば、バントで二進した一塁走者が二塁をオーバーランまたはオーバー
スライドして野手に触球されてアウトになった場合には、打者が走者を安全に次塁
に送っているにもかかわらず、走者自身の失敗でアウトになったもので、打者はそ
の責任を果たしているから犠牲バントを記録する。

【注２】　走者がアウトになった場合だけでなく、当然アウトになるはずのときに、野
手が悪送球、落球、ファンブルなどのミスプレイによって走者を生かした場合も同
様、犠牲バントとは記録しないで、その野手に失策を記録する。しかし、このよう
なミスプレイがあった場合には、そのミスプレイがなくても走者が進塁することが
できたかどうかを判断して、ミスプレイがなくても進塁することができたと判断し

犠 牲 バ ン ト

184

9.08



―22―─152─ ─153─

153

犠 牲 バ ン ト

た場合には、犠牲バントを記録し、また、このミスプレイでその走者が余分の塁を
得た場合には、失策もあわせて記録しなければならない。

（ｄ）　０
ノー
アウトまたは１アウトで、打者がインフライトの打球を打って、フェア地

域とファウル地域を問わず、外野手または外野の方まで廻り込んだ内野手が、
（１）　捕球した後、走者が得点した場合
（２）　捕球し損じたときに走者が得点した場合で、仮にその打球が捕らえられて
いても、捕球後走者は得点できたと記録員が判断した場合
には、犠牲フライを記録する。

【原注】　捕球されなかったので打者が走者となったために、野手が他の走者をフォース
アウトにした場合も、本項（２）にあたるときは、犠牲フライを記録する。

【注】　たとえば、１アウト走者一・三塁で、打者が右翼フライを打ち上げたので、２
人の走者がともに自己の塁にタッグアップしていたとき、右翼手はこのフライを捕
球し損じた。三塁走者はやすやすと得点したが、右翼手はただちに二塁へ送球して、
一塁走者をフォースアウトにした。この場合、三塁走者が、右翼手の落球または二
塁でのフォースアウトを利して（フライアウトを利したのではない）得点したと記
録員が判断した場合には、打者には犠牲フライを記録しない。これに反して、三塁
走者は、たとえこのフライが捕らえられても、捕球後得点できた（フォースアウト
または落球を利したのではない）と記録員が判断した場合には、打者には犠牲フラ
イを記録する。

9.09　プットアウト〈10.09〉
　　刺殺（プットアウト）の記録は、本条規定により、打者あるいは走者をアウトに
した野手に与えられる。
（ａ）　次の場合には、当該野手に刺殺を記録する。
（１）　野手が、フェアまたはファウルのインフライトの打球を捕らえて打者をア
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ウトにした場合。
（２）　野手が、打球または送球を受けて塁に触球し、打者または走者をアウトに
した場合。

【原注】　野手がアピールプレイで送球を受けて塁に触球し走者をアウトにした場合、そ
の野手に刺殺を記録する。

（３）　野手が、正規に占有した塁を離れている走者に触球してアウトにした場合。
（ｂ）　次の場合には、規則による刺殺（現実に刺殺者がいない場合に、特に定めた
刺殺者をいう）を捕手に記録する。
（１）　打者が三振のアウトを宣告されたとき。
（２）　打者が反則打球によって、アウトの宣告を受けたとき。
（３）　打者が２ストライク後に試みたバントの打球を、野手がフライとして捕ら
えないでファウルボールとなったため、5.09（ａ）（４）によってアウトの宣告
を受けたとき。

【原注】　ファウルバントが飛球として野手に捕らえられた場合については、その野手に
刺殺を与える。9.15（ａ）（４）後段参照。

（４）　打者が自らの打球に触れて、アウトを宣告されたとき。

【注】　本塁付近で触れた場合に本項を適用し、一塁付近で触れた場合は一塁手に刺殺
を与える。

（５）　打者が捕手を妨害（インターフェア）して、アウトを宣告されたとき。
（６）　打者が打撃順を誤って、アウトを宣告されたとき。（9.03d参照）
（７）　5.08（ｂ）ペナルティの適用を受けて、打者がアウトになった場合。
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（８）　5.08（ｂ）ペナルティの適用を受けて、三塁走者がアウトになった場合。

【注】　前記のほかに、次の場合も捕手に刺殺を与える。
①　フェアの打球にバットが再び当たったために、打者が5.09（ａ）（８）の適用を受
けてアウトを宣告されたとき。

②　フェア飛球またはファウル飛球に対する捕手のプレイを、打者または攻撃側プ
レーヤーが妨害してアウトを宣告されたとき。

③　飛球を捕らえようとしている捕手が観衆の妨害行為のために捕球できなかった
が、その理由で打者がアウトを宣告されたとき。

④　打者が一方から他方のバッタースボックスに移ったために、アウトを宣告され
たとき。

⑤　０アウトまたは１アウトで、三塁走者に対する本塁における捕手のプレイを打
者が妨害したために、走者に対してアウトが宣告されたとき。

（ｃ）　次の場合には、それぞれ規則による刺殺を記録する。（通常補殺は記録しな
いが、特殊の場合には、補殺も記録する）
（１）　打者がインフィールドフライの宣告でアウトになったが、誰もこれを捕ら
えなかった場合──記録員がその打球を捕らえたであろうと判断した野手に刺
殺を与える。

（２）　走者がフェアボール（インフィールドフライを含む）に触れて、アウトを
宣告された場合──その打球の最も近くにいた野手に刺殺を与える。

（３）　走者が野手の触球を避けて、線外を走ったのでアウトの宣告を受けた場合
──走者が避けたその野手に刺殺を与える。

（４）　後位の走者が、前位の走者に先んじて、アウトの宣告を受けた場合──走
者が先んじた地点に最も近い野手に刺殺を与える。

【注】　後位の走者が前位の走者に先んじてアウトになったときに、現実にプレイが行
なわれていれば、これに関与した野手に刺殺と補殺とを与える。現実にプレイが行
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なわれなかったときでも、記録員が刺殺と補殺とを与えることができると推定すれ
ば、それらの野手に刺殺と補殺とを与える。補殺を与えることができないと記録員
が判断した場合には、刺殺だけを与える。

（５）　走者が逆走してアウトの宣告を受けた場合（5.09b10）──逆走しだした
塁をカバーした野手に刺殺を与える。

（６）　走者が野手を妨害してアウトを宣告された場合──妨害された野手に刺殺
を与える。
　　ただし、野手が送球しようとしているときに妨害されれば、その送球を受け
ようとしていた野手に刺殺を与え、送球を妨げられた野手には補殺を与える。

（７）　5.09（ａ）（13）により、前位の走者の妨害行為に基づいて、打者走者がア
ウトの宣告を受けた場合──一塁手に刺殺を与える。

　　（６）項および本項によって、送球を妨げられた野手には補殺を記録するが、
一つのプレイ中に同一野手が数回送球を扱った場合、すなわち挟撃に類するプ
レイ中に、送球を扱った野手が次の送球行為を妨げられたようなときには、た
だ１個の補殺を記録するだけである。（9.10参照）

9.10　ア シ ス ト〈10.10〉
　　補殺（アシスト）の記録は、本条規定により、アウトに関与した野手に与えられる。
（ａ）　次の場合には、当該野手に補殺を記録する。
（１）　あるプレイでアウトが成立した場合、または失策がなければアウトにでき
たと思われる場合に、そのアウトが成立するまでに、またはその失策が生じる
までに、送球したり、打球あるいは送球をデフレクトした各野手に補殺を記録
する。
　　挟撃のときのように、１プレイ中に同一プレーヤーが数回送球を扱っていて
も、与えられる補殺はただ１個に限られる。
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【原注】　〝デフレクト〟とは、野手がボールに触れて球速を弱めるか、あるいはボールの
方向を変えたことを意味するものであるから、ただ単にボールに触れたということだけ
では、そのプレイを援助したものとみなされない。したがって、補殺は与えられない。

　　プレイの自然の流れでのアピールプレイによってアウトが成立した場合は、刺殺を記
録した野手以外のアウトに関与した各野手に補殺を記録する。プレイ終了後に投手から
の送球で始まったアピールプレイによってアウトが成立した場合は、投手のみに補殺を
記録する。

（２）　走者がインターフェアまたはラインアウトでアウトになったプレイ中、送
球したり、ボールをデフレクトした各野手には、補殺を記録する。

（ｂ）　次の場合には補殺を記録しない。
（１）　三振が記録された場合には、投手に補殺は与えられない。
　　ただし、捕手が捕らえなかった第３ストライクの投球を投手が守備して塁に
送球し、打者または走者をアウトにした場合には、投手に補殺が与えられる。

【注】　本項後段の場合で、投手の送球が悪送球となって打者または走者を生かしたと
き、送球がよければアウトにできたと記録員が判断すれば、その投手に失策を記録
する。

（２）　次のような正規の投球に基づくプレイの場合には、投手には補殺は与えら
れない。
　　すなわち、投球を受けた捕手が、野手に送球して、離塁しているかまたは盗
塁を企てた走者をアウトにしたり、あるいは本盗を試みた走者を触球アウトに
した場合がそれである。

【注】　投手が投手板を外して送球したときは、それが本盗を試みた走者を捕手が触球
アウトにした場合でも投手には補殺が与えられる。
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（３）　野手の悪送球を利して、走者が次塁を奪おうと試み、続くプレイでアウト
にされても、悪送球した野手には補殺は与えられない。
　　あるプレイ中に、失策と記録されるかどうかに関係なく、ミスプレイがあり、
それに続いてさらにプレイが行なわれても、そのミスプレイ後のプレイは新た
なプレイとみなすべきで、ミスプレイをした野手は、あらためて新たなプレイ
にたずさわらない限り、補殺の記録を得ることはできない。

9.11　ダブルプレイ ・ トリプルプレイ〈10.11〉
　　ボールが投手の手を離れてからボールデッドとなるまでか、あるいは、ボールが
投手の手に戻って投手が次の投球姿勢に移るまでの間に、途中に失策またはミスプ
レイ（失策と記録されない）がなく、２人または３人のプレーヤーをアウトにした
場合、このプレイ中に刺殺または補殺を記録した各野手には、ダブルプレイ、また
はトリプルプレイに関与した旨が記録される。

【原注】　ボールが投手の手に戻った後であっても、次の投球姿勢に移るまでに、アピー
ルプレイによって先のアウトに引き続いてアウトが成立した場合も同様、ダブルプレイ
またはトリプルプレイが成立したものとみなす。

【注１】　定められた期間内に二つのアウトがあっても、双方のアウトに関連性がない
ときには、ダブルプレイとはしない。つまり、第１プレイの刺殺者が第２プレイの
最初の補殺者とならない限り、ダブルプレイとはならない。トリプルプレイの場合
も同様である。

【注２】　たとえば、走者一塁のとき、打者が一塁にゴロを打ち、打球を捕った一塁手
は、遊撃手に送球した。これを受けた遊撃手は、二塁に触れて一塁走者をフォース
アウトにし、さらに一塁手に転送球して打者も一塁でアウトにした。このダブルプ
レイにおいて、一塁手と遊撃手とは、それぞれ補殺と刺殺とを１個ずつ記録してい
るが、ダブルプレイに関与した数に関しては、各１個を与えられるにすぎない。

ダブルプレイ・トリプルプレイ 失　　　　　策
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9.12　失　　　策〈10.12〉
　　失策の記録は、本条規定により、攻撃側チームを利する行為をした野手に与えら
れる。
（ａ）　次の場合には、当該野手に失策を記録する。
（１）　打者の打撃の時間を延ばしたり、アウトになるはずの走者（打者走者を含
む）を生かしたり、走者に１個以上の進塁を許すようなミスプレイ（たとえば
ファンブル、落球、悪送球）をした野手に、失策を記録する。
　　ただし、０

ノー
アウトまたは１アウトのとき、三塁走者がファウル飛球の捕球を

利して得点するのを防ごうとの意図で、野手がそのファウル飛球を捕らえなか
ったと記録員が判断した場合には、その野手には失策を記録しない。

【原注１】　はっきりとしたミスプレイをともなわない緩慢な守備動作は、失策とは記録
しない。たとえば、野手がゴロをきちんと処理したものの、一塁への送球でアウトにで
きなかった場合、その野手に失策を記録しない。

【原注２】　次のような場合には、記録員が失策を記録するにあたって、野手がボールに
触れたか否かを判断の基準とする必要はない。

　　平凡なゴロが野手に触れないでその股間を通り抜けたり、平凡なフライが野手に触れ
ないで地上に落ちたようなときには、野手が普通の守備行為をすれば捕ることができた
と記録員が判断すれば、その野手に失策を記録する。

　　たとえば、内野手の横をゴロが通過したとき、その内野手がその守備位置で普通の守
備行為をすれば走者をアウトにできたと記録員が判断すれば、その内野手に失策を記録
する。また、外野手が飛球を落としたとき、その外野手がその守備位置で普通の守備行
為をすれば捕球できたと記録員が判断すれば、その外野手に失策を記録する。

　　送球が、低すぎるか、横にそれるか、高すぎたり、地面に当たったりして、アウトに
なるはずの走者を生かしたとき、その野手に失策を記録する。

【原注３】　頭脳的誤り、または判断の誤りは、失策と記録しない。ただし、特に規定さ
れた場合を除く。

　　投手が一塁ベースカバーに入らないで打者走者を生かした場合、投手に失策を記録し
ない。野手が間に合わない塁へ不正確な送球をしても、失策を記録しない。

　　頭脳的誤りが実際のミスプレイにつながった場合は、その野手に失策を記録する。た
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とえば、野手が第３アウトと勘違いして、ボールをスタンドに投げ入れたりマウンドに
転がしたりして、走者の進塁を許したような場合である。

　　野手が、他の野手のミスプレイの原因となったときは、失策を記録する。たとえば、
他の野手のグラブにぶつかってボールを飛び出させた場合である。このような場合、捕
球を妨げた野手に失策を記録したときには、妨げられた野手には失策を記録しない。

（２）　野手がファウル飛球を落として、打者の打撃の時間を延ばした場合は、そ
の野手に失策を記録する。──その後打者が一塁を得たかどうかには関係しな
い。

【注】　野手が普通の守備行為でなら捕らえることができたと記録員が判断したときだ
け、失策を記録する。

（３）　野手がゴロを捕るか、送球を受けて、一塁または打者走者に触球すれば十
分アウトにできたにもかかわらず、触球し損じたために打者走者を生かした場
合には、その野手に失策を記録する。

（４）　フォースプレイにおいて、野手がゴロを捕るか、送球を受けて、塁または
走者に触球すれば十分アウトにできたにもかかわらず、触球し損じたために走
者を生かした場合には、その野手に失策を記録する。

【注】　前記のフォースプレイによるアウトの場合だけに限らず、タッグアウトの場合
でも、野手が走者に触球すれば十分アウトにできたにもかかわらず、触球し損じた
ために、走者を生かしたときには、その野手に失策を記録する。

（５）　送球がよければ走者をアウトにできたと記録員が判断したときに、野手が
悪送球したために走者を生かした場合には、その野手に失策を記録する。
　　ただし、走者が盗塁を企てたとき、盗塁を防ごうとした野手が悪送球をして
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も、本項の失策は記録されない。
（６）　野手が、走者の進塁を防ごうとして悪送球をした場合に、その走者または
他の走者が、その送球とは関係なく進塁できたと思われる塁よりも余分に進塁
したときには、その野手に失策を記録する。

（７）　野手の送球が、不自然なバウンドをしたり、各塁、投手板、走者、野手あ
るいは審判員に触れて変転したために、走者に進塁を許した場合には、このよ
うな送球をした野手に失策を記録する。

【原注】　この規則は、正確に送球した野手にとっては酷にすぎるように見えるが、きち
んと適用しなければならない。たとえば、外野手が正確な送球をしたにもかかわらず、
二塁ベースに当たってボールが外野に戻ったために走者の進塁を許した場合は、その外
野手に失策を記録する。走者の進んだ各塁については、その原因を明らかにしなければ
ならない。

【注】　夜間照明のライトまたは太陽の光線が、プレーヤーの目を射て、捕球が妨げら
れた場合にも、前記と同様、送球した野手に失策を記録する。

（８）　時機を得たしかも正確な送球を野手が止め損なうか、または止めようとし
なかったために、走者の進塁を許した場合には、その野手に失策を記録し、送
球した野手には失策を記録しない。もしそのボールが二塁に送られたときには、
記録員は、二塁手または遊撃手のうちのどちらがその送球を止めるはずであっ
たかを判断して、その野手に失策を記録する。

【原注】　野手が送球を止め損なうか、止めようとしなかったために、走者の進塁を許し
たが、その送球が時機を失したものと記録員が判断した場合には、このような送球をし
た野手に失策を記録する。
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（ｂ）　悪送球によって走者が進塁した場合は、走者の数および塁数には関係なく、
常にただ１個の失策を記録する。

（ｃ）　審判員が打者または走者に妨害もしくはオブストラクションで進塁を許した
ときには、このような妨害行為を行なった野手に失策を記録する。この場合、進
塁を許された走者の数および塁数には関係なく、常にただ１個の失策を記録する。

【原注】　審判員がオブストラクションによって、打者または走者に与えた塁と、プレイ
によって打者または走者が進むことができたと思われる塁とが一致したと記録員が判断
したときには、オブストラクションをした野手には失策を記録しない。

【注】　たとえば、打者が三塁打と思われる安打を放って一塁を経て二塁に進むとき、
一塁手に走塁を妨げられ、審判員が打者に三塁を与えた場合などには、打者に三塁
打を記録し、一塁手には失策を記録しない。

　　一塁走者が一塁二塁間でランダウンされたとき、二塁手がオブストラクションをし
たために、審判員がその走者に二塁を与えた場合などには、その二塁手に失策を記
録する。

（ｄ）　次の場合には失策を記録しない。
（１）　走者が盗塁を企てたとき、投手の投球を受けた捕手が盗塁を防ごうとして
悪送球しても、その捕手には失策を記録しない。ただし、盗塁を企てた走者が
その悪送球を利して、さらに目的の塁以上に進むか、あるいはその悪送球に乗
じて、他の走者が１個以上進塁したと記録員が判断した場合には、その捕手に
失策を記録する。

（２）　野手が普通に守備して、しかも好球を送っても、走者をアウトにすること
はできなかったと記録員が判断した場合には、野手が悪送球しても、その野手
には失策を記録しない。ただし、その悪送球によって、その走者または他のい
ずれかの走者が、送球がよくても進塁できたと思われる塁以上に進塁したとき
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には、その野手には失策を記録する。

【注】　野手が難球に対して非常に好守備をしたが、体勢が崩れたために悪送球をした
場合には、送球がよければ、打者または走者をアウトにできたかもしれないと思わ
れるときでも、その野手には失策を記録しない。ただし、本項後段のような状態に
なったときには失策を記録する。

（３）　野手が、併殺または三重殺を企てた場合、その最後のアウトをとろうとし
た送球が悪球となったときは、このような悪送球をした野手には失策を記録し
ない。ただし、その悪送球のために、いずれかの走者が余分な塁に進んだとき
には、このような悪送球をした野手に失策を記録する。

【原注】　併殺または三重殺のとき、最後のアウトに対する好送球を野手が落としたとき
には、その野手には失策を記録し、好送球をした野手には補殺を与える。

（４）　野手が、ゴロをファンブルするか、インフライトの打球、送球を落とした
後、ただちにボールを拾って、どの塁ででも走者を封殺した場合には、その野
手には失策を記録しない。

【注１】　本項は、アウトが成立した場合だけでなく、塁に入った野手が送球を捕らえ
損じて封殺し損ねた場合にも適用する。この際は、送球を捕らえ損じた野手に失策
を記録する。

【注２】　送球を受けた野手が、塁または走者に触球すれば十分アウトにできたにもか
かわらず、触球し損じたために走者を生かしたが、ただちに他の塁に送球して走者
（打者走者を含む）を封殺した場合にも本項を適用する。

（５）　暴投および捕逸は、失策と記録しない。
（ｅ）　打者が四球または死球で一塁を許されるか、暴投または捕逸によって一塁に
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生きた場合には、投手または捕手には失策を記録しない。

【注】　第３ストライクを捕らえ損じた捕手が、ただちに投球を拾い直して一塁に送っ
たが、悪送球となって打者走者を生かした場合、送球がよければアウトにできたと
記録員が判断すれば、暴投または捕逸を記録しないで、捕手に失策を記録する。

　　ただし、捕手の悪送球とは関係なく、打者走者が一塁に生きたと記録員が判断すれ
ば、捕手には失策を記録しないで、暴投または捕逸を記録する。もっとも、この悪
送球によって打者走者が二塁以上に進むか、他の走者が送球がよくても進塁できた
と思われる塁以上に進んだ場合には、暴投または捕逸を記録するとともに、悪送球
をした捕手に失策を記録する。

（ｆ）　走者が、捕逸、暴投またはボークによって進塁した場合には、投手または捕
手には失策を記録しない。
（１）　打者に対する四

フォアボール
球目が暴投または捕逸となったために、打者または走者が

進塁して、次のどれかに該当した場合には、四球とともに暴投または捕逸を記
録する。
①　打者が一挙に二塁に進んだ場合。
②　走者が打者の四球によって進塁を許された塁以上に進んだ場合。
③　打者の四球によって進塁を許されなかった走者が、次塁に進むか、あるい
はそれ以上の塁に進んだ場合。

（２）　第３ストライクの投球を捕らえ損じた捕手が、ただちにボールを拾い直し
て一塁に送るか、または触球して打者走者をアウトにする間に、他の走者が進
塁した場合には、その走者の進塁を暴投または捕逸による進塁とは記録しない
で、野手選択による進塁と記録する。したがって、打者には三振を、各野手に
はそのプレイに応じて刺殺、補殺を記録する。

【原注】　暴投、捕逸については9.13参照。
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【注】　（２）項の場合、捕手が打者走者をアウトにする代わりに、他のいずれかの走者
をアウトにしたときも同様に扱う。ただし、０アウトまたは１アウトで、一塁に走
者がいたので、打者が規則によってアウトになったとき、走者が暴投または捕逸で
進塁した場合には、走者には暴投または捕逸による進塁と記録し、打者には三振を
記録する。

9.13　暴投・捕逸〈10.13〉
　　暴投の定義は、定義82参照。捕逸の記録は、本条規定により、捕手の行為が走
者の進塁の原因となったときに捕手に与えられる。
（ａ）　投手の正規の投球が高すぎるか、横にそれるか、低すぎたために、捕手が普
通の守備行為では止めることも処理することもできず、そのために走者を進塁さ
せた場合には、暴投が記録される。
　　また、投手の正規の投球が、捕手に達するまでに地面やホームプレートに当た
り、捕手が処理できず、そのために走者を進塁させた場合にも、暴投が記録され
る。

　　第３ストライクが暴投となり、打者が一塁に生きた場合は、三振と暴投を記録
する。

（ｂ）　普通の守備でなら保持することができたと思われる投手の正規の投球を、捕
手が保持または処理しないで、走者を進塁させたときには、捕手に捕逸が記録さ
れる。

　　第３ストライクが捕逸となり、打者が一塁に生きた場合は、三振と捕逸を記録
する。

【原注】　守備側チームが走者の進塁を防いでアウトにしたときは、暴投および捕逸を記
録しない。たとえば、走者一塁で投球が地面に当たり捕手が捕れなかったが、ボールを
拾い直して走者を二塁でアウトにした場合、暴投を記録しない。他の走者の進塁は、野
選による進塁と記録する。また、走者一塁で捕手が投球を捕らえ損じたが、ボールを拾
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い直して走者を二塁でアウトにした場合も、捕逸を記録しない。他の走者の進塁は、野
選による進塁と記録する。

9.14　四球・故意四球〈10.14〉
　　四球の定義は、定義7参照。
（ａ）　ストライクゾーンの外に４個の投球が投げられて、打者が球審から一塁を与
えられたときには、四球が記録される。しかし、四

フォアボール
球目の投球が打者に触れたと

きは、死球が記録される。

【原注】　１個の四球に対して２人の投手が関与した場合については、9.16（ｈ）に規定が
ある。9.15（ｂ）に規定されているように、一つの四球に２人以上の打者が関与したと
きは、最後の打者に四球の記録が与えられる。

（ｂ）　故意四球は、投球する前から立ち上がっている捕手に四
フォアボール
球目にあたるボール

を、投手が意識して投げた場合に、記録される。
（ｃ）　四球を与えられた打者が一塁に進まなかったためにアウトを宣告された場合
には、四球を取り消して、打数を記録する。

9.15　三　　　振〈10.15〉
　　三振の記録は、本条規定により、球審が打者にストライクを３回宣告したときに、
投手と打者に与えられる。
（ａ）　次の場合には三振を記録する。
（１）　捕手が第３ストライクを捕らえたので、打者がアウトになった場合。
（２）　０

ノー
アウトまたは１アウトで走者が一塁にいるときに、第３ストライクが宣

告されて、打者がアウトになった場合。
（３）　捕手が第３ストライクを捕らえなかったので、打者が走者となった場合。
（４）　２ストライク後、打者がバントを企ててファウルボールとなった場合。

四 球 ・ 三 振 自　　責　　点
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　　ただし、そのバントがファウル飛球として野手に捕らえられた場合には、三
振と記録せず、そのファウル飛球を捕らえた野手に刺殺を記録する。

（ｂ）　打者が２ストライク後退いて、代わった打者が三振に終わったときには、最
初の打者に三振と打数とを記録し、代わって出場した打者が三振以外で打撃を完
了した（四球を含む）場合には、すべてその代わって出場した打者の行為として
扱う。

【注】　１打席に３人の打者が代わって出場し、３人目の打者が三振に終わったときに
は、２ストライクが宣告されたときに打撃についていた打者に、三振と打数とを記
録する。

9.16　自責点・失点〈10.16〉
　　自責点とは、投手が責任を持たなければならない得点である。
　　自責点を決定するにあたっては、次の２点を考慮する。
　　まず、イニングについて、同一イニングに２人以上の投手が出場したときの救援
投手は、出場するまでの失策（捕手などの打者への妨害を除く）または捕逸による
守備機会を考慮されることなく、それまでのアウトの数をもとにしてあらためてイ
ニングを終わらさなければならない。（ i 項参照）

　　ついで、走者が進塁するにあたって失策があったときは、その失策がなくても進
塁できたかどうかに疑問があれば、投手に有利になるように考慮する。
（ａ）　自責点は、安打、犠牲バント、犠牲フライ、盗塁、刺殺、野手選択、四球
（故意四球も含む）、死球、ボーク、暴投（第３ストライクのときに暴投して打者
を一塁に生かした場合も含む）により、走者が得点するたびごとに記録される。
ただし、守備側が相手チームのプレーヤーを３人アウトにできる守備機会をつか
む前に、前記の条件をそなえた得点が記録された場合に限られる。

　　暴投は投手の投球上の過失であって、四球またはボークと同様、自責点の決定
にあたっては、投手が責任を負う。
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【原注】　以下は、投手の自責点についての例である。
①　投手甲は、その回の最初の２人、ＡとＢを凡退させた。Ｃは野手の失策で一塁に生
き、Ｄ、Ｅが連続本塁打を打った。投手甲はＦを打ち取ってその回を終わらせた。
３点が記録されたが、甲に自責点は記録されない。失策がなければ、この回はＣで
終わっていたはずだからである。

②　投手甲は、先頭のＡを打ち取った。Ｂは三塁打。Ｃに対して甲が暴投、Ｂが生還し
た。甲は続くＤとＥを打ち取った。この回の１点は自責点となる。暴投は自責点の
要素となるからである。

　　打者走者が捕手の妨害で一塁に生きた場合、結果的にその打者走者が得点しても自責
点とはしない。しかし、捕手の妨害がなければその打者はアウトになっていたと仮定
してはならない（野手の失策によって一塁に生きた場合とは違う）。なぜなら、その打
者は打撃を完了する機会がなかったのであり、捕手の妨害がなかったらどのような結
果になっていたかはわからないからである。次の二つの例を比べよ。
③　２アウトからＡは遊ゴロ失で一塁に生きた。Ｂ本塁打、Ｃ三振。２点が記録された
が、自責点は記録されない。なぜなら、Ａの打撃で失策がなければ第３アウトにな
っていたはずだからである。

④　２アウトからＡは捕手の妨害で一塁に生きた。Ｂ本塁打、Ｃ三振。２点が記録され
たが、このうちＢの得点は自責点である。なぜなら、捕手の妨害がなければ第３ア
ウトになっていたと仮定することはできないからである。

【注１】　ここでいう〝攻撃側プレーヤーをアウトにできる守備機会〟とは、守備側が
打者または走者をアウトにした場合と、失策のためにアウトにできなかった場合と
を指し、以下これを〝アウトの機会〟という。

　　本項の〝ただし〟以下は、守備側に相手チームのプレーヤー２人に対するアウトの
機会があった後、前記の得点があっても、次に該当する場合は、投手の自責点とな
らないことを規定している。すなわち、

　①�　その得点が３人目のアウトを利して記録された場合、あるいはそのアウトが成立
したとき、またはそれ以後に記録された場合

　②�　その得点が３人目のプレーヤーが失策のためにアウトにならなかったときに記録
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されるか、またはそれ以後に記録された場合である。
　　たとえば、０アウト、Ａ中前安打、Ｂ投前バントを試みたとき、投手からの送球を
一塁手が落球して走者一・二塁となり、Ｃの三前バントで走者を二・三塁に進めた
後、Ｄ中堅手にフライを打ち、Ａはこのフライアウトを利して得点し、Ｅ三振に終
わった。このイニングには投手の自責点はない。

　　０アウト、Ａ三ゴロ失に生き、Ｂ三振、Ｃの二ゴロでＡをフォースアウトにしよう
とした二塁手からの送球を遊撃手が落球して走者一・二塁、Ｄ本塁打、Ｅ投ゴロ、
Ｆ三振に終わった。このイニングには投手の自責点はない。

　　攻撃側プレーヤーに対する〝アウトの機会〟を数えるにあたっては、種々の場合が
あるので、次に列記する。
①　打者が、ファウルフライ失によって打撃時間を延ばされたとき、走塁妨害で一
塁を得たとき、捕手の第３ストライクの後逸によって一塁を得た（第３ストライ
クのときの投手の暴投を除く）とき、野手の失策によって一塁を得たとき、失策
のためにアウトを免れた走者に対して打者の行為に起因した野手の選択守備の結
果一塁を得たときは、いずれも打者に対するアウトの機会は１度と数える。

②　ファウルフライ失によって打撃時間を延ばされた打者が、アウトになったとき、
または野手の失策によって一塁を得たとき、アウトの機会は２度あったように見
えるが１度と数える。

　　また、この打者の打撃行為に起因した野手の選択守備の結果打者が一塁を得た
ときは、守備の対象となった走者がすでにアウトの機会があったかどうかに関係
なく、このプレイにおけるアウトの機会は２度と数える。（打者についてはアウト
の機会が１度あったことになる）

③　１度アウトの機会のあった打者または走者が、他の打者の行為とみなされない
原因、たとえば盗塁またはこれに類する行為あるいは余塁を奪おうとした行為で
アウトになったとき、または失策のためにそのアウトを免れたときは、アウトの
機会は２度あったように見えるが、１度と数える。

④　１度アウトの機会のあった打者または走者が、他の打者の行為に起因した野手
の選択守備でアウトになったとき、または失策のためにそのアウトを免れたとき
は、アウトの機会は２度と数える。

⑤　１度アウトの機会のあった打者または走者が、他の打者とともに併殺となった
ときは、アウトの機会は３度あったように見えるが、２度と数える。

【注２】　①自責点となるべき要素は、安打、犠牲バントおよび犠牲フライ、盗塁、刺
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殺、野手選択、四球（故意四球も含む）、死球、ボーク、暴投であり、②自責点に含
んでならない要素は、守備失策、捕手または野手の妨害、走塁妨害、捕逸、ファウ
ルフライ失である。

　　②の要素で一塁に生きたり、または本塁を得た場合はもちろん、二塁、三塁を進む
にあたっても、②の要素に基づいた場合には、自責点とはならない。ただし、二塁、
三塁を②の要素で進んだ走者が得点した場合でも、これらのミスプレイの助けをか
りなくても得点できたと思われるときには、自責点とする。（9.16ｄ参照）

　　さらに、アウトになるはずの走者が、失策によってアウトを免れた後に得点した場
合には、自責点とはならない。

　　また、守備の失策があった場合でも、その走者は失策と無関係に進塁したと記録員
が判断したときは、②の要素で進んだものとはならないで自責点となる。この２点
に特に注意を要する。

（ｂ）　次の理由で打者が一塁を得た後、得点することがあっても、自責点とはなら
ない。
（１）　ファウル飛球の落球によって打撃の時間を延ばされた打者が、安打その他
で一塁を得た場合。

（２）　妨害または走塁妨害で一塁を得た場合。
（３）　野手の失策で一塁を得た場合。

【注】　失策によってアウトを免れた走者に対して、打者の行為に起因した野手の選択
守備の結果、打者が一塁を得た場合も、本項同様に扱う。

（ｃ）　失策がなければアウトになったはずの走者が、失策のためにアウトを免れた
後、得点した場合は、自責点とはならない。

【注】　本項は、原則として走者に対する守備が現実に行なわれ、失策によってアウト
を免れた場合に適用すべきであるが、フォースプレイで、野手が走者をアウトにし
ようとするプレイをしないで失策した場合（たとえば、ファンブル、後逸など）、そ
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の失策によって走者が明らかに封殺を免れたと記録員が判断したときには、本項を
適用してもさしつかえない。

（ｄ）　失策、捕逸、あるいは守備側の妨害、または走塁妨害の助けをかりて進塁し
た走者が得点した場合、このようなミスプレイの助けをかりなければ得点できな
かったと記録員が判断したときだけ、その走者の得点は自責点とならない。

【注１】　走者が得点した際、自責点とするか否かを決定するにあたっては、ミスプレ
イの助けがなかったら進塁もまた得点もできなかったと記録員が判断した場合だけ
に本項を適用し、その他の場合、すなわち、現実にミスプレイの助けをかりて進塁
していたが、もし、そのミスプレイの助けがなくても、その後の自責点となる要素
に基づいて当然進塁して得点できたと記録員が判断した場合には、自責点とする。
①　安打で出塁した一塁走者Ａが、捕逸で二塁に進んだ後、Ｂの単打で得点したよ
うな場合には、自責点としない（単打でなく、三塁打以上の長打で得点した場合
には自責点となる）が、Ｂが四球で出塁し、Ｃの単打で得点したような場合には
自責点とする。

②　Ａ四球、Ｂ三ゴロ失で走者一・二塁の後、Ｃ、Ｄ四球を得て、Ａが得点したよ
うな場合、失策のためアウトを免れたＢがいなければ、ＡはＤの四球によって得
点できなかったから、Ａの得点を自責点としない。しかし、Ｄが二塁打以上の長
打を打って、Ａ、Ｂが得点した場合には、Ａを自責点とする。

③　Ａ四球で出塁し、捕逸で二塁に進み、Ｂは三ゴロでアウトになり、Ａは二塁に
とどまっていた後、Ｃの単打で得点したような場合、Ａは、Ｂの内野ゴロのアウ
トを利して二塁に進むことができたとはみなさないで、Ａの得点は自責点としな
い。もっとも、Ｃの三塁打以上の長打で得点したような場合には、自責点とする。

【注２】　満塁のとき、打者が捕手または野手の妨害によって一塁を得たために三塁走
者が得点した場合には、三塁走者の得点は自責点としない。

【注３】　ファウルフライ失によって打撃時間を延ばされた打者の打撃を完了したプレ
イに基づく走者の進塁は、ミスプレイの助けをかりた進塁とみなす。

（ｅ）　投手の守備上の失策は、自責点を決定する場合、他の野手の失策と同様に扱
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って、自責点の要素からは除かれる。
（ｆ）　走者が進塁するにあたって野手の失策があったとき、その走者の進塁が失策
に基づくものかどうかを決める場合（失策による進塁ならば自責点とならない）
には、もし無失策の守備だったら、はたしてその塁に進むことができたかどうか
を仮想して決めるのであるが、そこに疑問の余地があれば、投手に有利になるよ
うに判定すべきである。（すなわち失策によって進塁したように決める）

（ｇ）　ある投手が回の途中で走者を残して退いた後を救援投手が受け継ぎ、その任
務中に、前任投手が残した走者が得点した場合はもちろん、救援投手に対した打
者の打球により、野手の選択守備で前任投手が残した走者をアウトにしたために
塁に出た打者が得点した場合にも、その得点は（いずれの場合も自責点、非自責
点を問わない）前任投手のものとして数える。

【原注】　ここでは、残された走者の数が問題であって、走者が誰であったかにこだわる
必要はない。前任投手が走者を残して退き、救援投手が出場して、その回の任務中に得
点が記録されたときは、次の例外を除いて、たとえ残した走者がアウトにされることが
あっても、その残した走者の数までは、前任投手が責任を負わなければならない。

　　すなわち、残された走者が盗塁に類する行為または妨害など、打者の行為によらない
でアウトになったときは、残された走者の数は減ぜられる。
①　投手甲、四球のＡを塁に残して退き、投手乙が救援、Ｂがゴロを打ってアウトにな
り、Ａを二塁に進める、Ｃはフライアウト、Ｄが単打して、Ａが得点──投手甲の
失点。

②　投手甲、四球のＡを残して退き、乙救援、Ｂはゴロを打ってＡを二塁で封殺、Ｃゴ
ロを打ってアウトになり、Ｂを二塁に進める。Ｄの単打でＢ得点──投手甲の失点。

③　投手甲、四球のＡを残して乙と代わる。Ｂ単打して、Ａを三塁に送る、Ｃ遊ゴロし
てＡを本塁でアウトにする。この間Ｂ二進、Ｄフライアウト、Ｅ単打してＢ得点
──投手甲の失点。

④　投手甲、四球のＡを残して乙と代わる。Ｂ四球、Ｃフライアウト、Ａは捕手からの
送球で二塁を追い出されてアウト（これで甲の走者はいないことになる）、Ｄ二塁打
して、Ｂ一塁から得点──投手乙の失点。

⑤　投手甲、四球のＡを残して乙と代わる。Ｂ四球後さらに丙と代わる、Ｃの打球でＡ
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を三塁に封殺、Ｄの打球もＢを三塁に封殺、Ｅ３点本塁打する──投手甲、乙、丙
ともに失点各１。

⑥　投手甲、四球のＡを残して乙と代わる。Ｂ四球、Ｃ単打して満塁、ＤはＡを本塁に
封殺、Ｅは単打してＢとＣとを本塁に送る──投手甲、乙ともに失点各１。

⑦　投手甲、四球のＡを残して乙と代わる。Ｂ単打したが、Ａは三塁を奪おうとしてア
ウト、その間にＢは二進、Ｃ単打してＢ得点──投手乙の失点。

【注１】　例①　投手甲、二ゴロ失に生きたＡを残して乙と代わる。Ｂ四球後、Ｃの打
球でＡを三塁に封殺、Ｄ３点本塁打する──Ｃが投手甲の失点（非自責点）とな
り、Ｂ、Ｄが投手乙の失点（自責点）となる。

例②　投手甲、三ゴロ失に生きたＡを残して乙と代わる。Ｂ四球後、Ｃの打球でＡ
を三塁に封殺、Ｄ単打してＢ得点、Ｅ、Ｆ凡退──Ｂが甲の失点（非自責点）と
なる。

【注２】　本項〔原注〕の後段に述べられている前任投手の残した走者の数が減ぜられ
る場合には、前任投手の残した走者が救援投手に対した打者と共に併殺されるか、
または救援投手に対した打者の行為で前任投手の残した２人の走者が併殺された
（この際は、１が減ぜられるだけ）場合、および前任投手の残した走者が余塁を奪お
うとしてアウトになった場合も含む。

（ｈ）　前任投手が打者の打撃を完了させないで退いたときには、次の要項によって
各投手の責任が明らかにされる。
（１）　投手が代わって出場した当時、ボールカウントが次のようなときであって、
その打者が四球を得た場合には、その四球を得た打者を前任投手が責を負うべ
き打者として記録し、救援投手の責任とはならない。

　　　　　　ボ　ー　ル…………２　２　３　３　３
　　　　　　　　　　　　　　　 −　 −　 −　 −　 −

　　　　　　ストライク…………０　１　０　１　２
（２）　前記の場合、打者が四球以外の理由、すなわち安打、失策、野手選択、封
殺、死球などで一塁に生きたときは救援投手の責任とする。（打者がアウトに
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自責点・失点

なったときも救援投手の責任となる）

【原注】　このことは本条（ｇ）に抵触するものではない。

（３）　投手が代わって出場した当時、打者のボールカウントが次のような場合に
は、その打者およびその打者の行為はすべて救援投手の責任とする。

　　　　　　ボ　ー　ル…………２　１　１　１　０　０
　　　　　　　　　　　　　　　 − 　 − 　 − 　 − 　 − 　 −

　　　　　　ストライク…………２　２　１　０　２　１
（ i ）　同一イニングに２人以上の投手が出場したときの救援投手は、そのイニング
での自責点の決定にあたっては、出場するまでの失策または捕逸によるアウトの
機会の恩恵を受けることはできない。

【原注】　本項の目的は、救援投手が自責点にならないことを利用して、無責任な投球を
するのを防ぐためのものである。

　　救援投手にとっては自責点となっても、チームにとっては自責点とならない場合があ
る。
①　２アウト、投手甲、四球のＡと失策で出塁したＢとを残して投手乙と代わる。Ｃが
３点本塁打する。──投手甲の自責点はなし。投手乙の自責点は１。チームの自責
点はなし。

②　２アウト、投手甲、四球のＡとＢとを残して投手乙と代わる。Ｃ失策で出塁。Ｄ満
塁本塁打する。──投手甲、乙とも失点２、自責点はなし。

③　０アウト、投手甲、四球のＡと失策で出塁したＢとを残して投手乙と代わる。Ｃ３
点本塁打する。Ｄ、Ｅともに三振。Ｆ失策で出塁。Ｇ２点本塁打する。──投手甲
失点２、自責点１。投手乙失点３、自責点１。チームの失点５、自責点２。

【注】　イニングの途中から出場した救援投手の自責点の決定にあたって本項が適用さ
れるために、チームの自責点より、投手個人の自責点の合計の方が多くなる場合が
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ある。なお、救援投手が自責点となる走者を残して退いても、それ以後の失策また
は捕逸によるアウトの機会の恩恵を受けることはできる。

9.17　勝投手・敗投手の決定〈10.17〉
（ａ）　ある投手の任務中、あるいは代打者または代走者と代わって退いた回に、自
チームがリードを奪い、しかもそのリードが最後まで保たれた場合、その投手に
勝投手の記録が与えられる。

　　ただし、次の場合はこの限りではない。
（１）　その投手が先発投手で、本条（ｂ）が適用された場合。
（２）　本条（ｃ）が適用された場合。

【原注】　試合の途中どこででも同点になれば、勝投手の決定に関しては、そのときから
新たに試合が始まったものとして扱う。

　　相手チームが一度リードしたならば、その間に投球した投手はすべて勝投手の決定か
らは除外される。ただし、リードしている相手チームに対して投球している間に、自チ
ームが逆転して再びリードを取り戻し、それを最後まで維持したときは、その投手に勝
の記録が与えられる。

（ｂ）　先発投手は、次の回数を完了しなければ勝投手の記録は与えられない。
（１）　勝チームの守備が６回以上の試合では５回。
（２）　勝チームの守備が５回（６回未満）の試合では４回。
　先発投手が本項を満たさないために救援投手に勝投手の記録が与えられる場合
は、救援投手が１人だけであればその投手に、２人以上の救援投手が出場したの
であれば、勝利をもたらすのに最も効果的な投球を行なったと記録員が判断した
１人の救援投手に、勝投手の記録を与える。

【原注】　救援投手が勝投手として記録されるには、その投手が最低１イニングを投球す
るか、試合の流れ（スコアも含む）の中で試合を決定づけるアウトを奪うこと、という
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のが本項の趣旨である。最初の救援投手が効果的な投球をしたからといって、ただちに
その投手に勝を与えるべきではない。なぜなら、勝投手は、最も効果的な投球をした投
手に与えられるものであり、続く救援投手が最も効果的な投球を行なうかもしれないか
らである。どの救援投手に勝を与えるかを決定するには、失点、自責点、得点させた走
者数、試合の流れを考慮しなければならない。もし２人以上の投手が同程度に効果的な
投球を行なった場合は、先に登板した投手に勝を与えるべきである。

（ｃ）　救援投手が少しの間投げただけで、しかもその投球が効果的でなかったとき
に、続いて登板した救援投手の中にリードを保つのに十分に効果的な投球をした
投手がいた場合は、前者に勝の記録を与えないで、続いて登板した救援投手の中
で最も効果的な投球をしたと記録員が判断した投手に勝を与える。

【原注】　救援投手が１イニングも投げずに２点以上の得点（それが前任投手の失点であ
っても）を許した場合は、効果的な投球とはいえず、かつ少しの間しか投げなかったと
一般的にはみなすべきであるが、必ずそうみなすというわけではない。複数の救援投手
から勝投手を選ぶ際には、本条（ｂ）の［原注］が参考となる。

（ｄ）　自己の責任による失点が相手チームにリードを許し、相手チームが最後まで
そのリードを保ったとき、その投手に敗投手の記録を与える。

【原注】　試合の途中どこででも同点になれば、敗投手の決定に関しては、そのときから
新たに試合が始まったものとして扱う。

（ｅ）　選手権試合でないオールスターゲームのような場合には、本条（ｂ）は適用さ
れない。このような試合の勝投手の記録は、勝チームが試合の最後までリードを
保ったときには、そのリードを奪った当時投球していた投手（先発あるいは救
援）に与える。ただし、勝チームが決定的リードを奪った後でも、その投手がノ
ックアウトされ、むしろ救援投手が勝投手としての資格があると考えられるとき
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は、この限りではない。

9.18　シャットアウト〈10.18〉
　　シャットアウト（無得点勝利）の記録は、得点を許さなかった投手に与えられる。
　　完投投手でなければ、シャットアウトの記録は与えられない。ただし、１回０

ノー
ア

ウト無失点のときに代わって出場した投手が、無失点のまま試合を終わった場合に
限って、完投投手ではないが、シャットアウトの記録が与えられる。投手が２人以
上リレーしてシャットアウトしたときは、リーグの公式投手成績にその旨の説明を
つける。

9.19　救援投手のセーブの決定〈10.19〉
　　セーブは、本条規定により、救援投手に与えられる記録である。
　　次の４項目のすべてを満たした投手には、セーブの記録を与える。
（ａ）　自チームが勝を得た試合の最後を投げ切った投手。
（ｂ）　勝投手の記録を得なかった投手。
（ｃ）　最低３分の１の投球回が記録された投手。
（ｄ）　次の各項目のいずれかに該当する投手。
（１）　自チームが３点のリードのときに出場して、しかも最低１イニングを投げ
た場合。

（２）　塁上に走者が残されているとき、その走者か、走者および相対する打者、
または、走者と相対する打者およびその次打者が得点すれば、タイとなる状況
のもとで出場してリードを守り切った場合。
　　塁上に走者が残されていないとき、相対する打者か、または、相対する打者
およびその次打者が得点すれば、タイとなる状況のもとで出場してリードを守
り切った場合。

（３）　最低３イニング投球した場合。
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9.20　統　　　計〈10.20〉
　　リーグ会長は、公式統計員を任命し、リーグ選手権試合あるいはポストシーズン
ゲームに出場した全プレーヤーの打撃、守備、投手成績（9.02に規定された）の
記録の集計にあたらせる。公式統計員は、シーズン末には選手権試合の個人、チー
ムの記録が記載されている記録表を作成し、リーグ会長に提出する。この記録表に
は、各プレーヤーの姓名を明示し、打者には、右打、左打、左右打の区別、野手、
投手には、右投、左投の区別を記録する。

　　打順表に記載されたプレーヤーが、１回の守備につかないで交代した場合、守備
に関しては、試合に出場したとの記録が与えられない。

　　打順表に記載されるか、交代して出場すると発表されたプレーヤーは、すべて、
打撃に関しては、試合に出場したとの記録が与えられる。

【原注】　あるプレーヤーが、少なくとも１球あるいは１プレイの間、守備についた場合
は、守備に関しての試合出場を記録する。

　　代わって出場したプレーヤーが守備についたものの、１球が投じられるか、プレイが
始まる前にコールドゲームが宣せられた場合（たとえば雨）は、打撃に関しては試合出
場を記録するが、守備に関しては試合出場を記録しない。救援投手が登板したものの、
１球を投じるか、プレイが始まる前にコールドゲームが宣せられた場合（たとえば雨）
は、打撃に関しては試合出場を記録するが、守備および投手成績に関しては、試合出場
を記録しない。

9.21　率 の 決 定〈10.21〉
　　各率は次の計算による。
（ａ）　勝率を出すには、勝、敗の合計数で勝試合数を割る。
（ｂ）　打率を出すには、打数で安打数を割る。
（ｃ）　長打率を出すには、打数で塁打数を割る。
（ｄ）　守備率を出すには、刺殺、補殺、失策の合計数（守備機会）で刺殺、補殺の
合計数を割る。
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（ｅ）　投手の防御率を出すには、その投手の自責点の合計に９を掛け、それを投球
回数（端数を含む）で割る。

【原注】　例──投球回９⅓回、自責点３の場合、防御率は、3×９÷９⅓＝2.89

【注】　率の算出にあたって割り切れない場合は、小数点以下４位まで求めて四捨五入
する。防御率は小数点以下３位まで求めて四捨五入する。

（ｆ）　出塁率を出すには、打数、四球、死球、犠飛の合計数で、安打、四球、死球
の合計数を割る。

【原注】　出塁率の算定にあたって、妨害（インターフェア）、走塁妨害（オブストラクシ
ョン）による出塁は除く。

9.22　各最優秀プレーヤー決定の基準〈10.22〉
　　プロフェッショナルリーグの打撃、投手、守備における各最優秀プレーヤーの決
定は、次の基準による。
（ａ）　リーグの首位打者、最高長打率打者、最高出塁率打者は、最高の打率、長打
率、出塁率をあげたプレーヤーに与えられる。ただし、メジャーリーグではその
シーズン中の１クラブあたりに組まれている試合総数の3.1倍以上、マイナーリ
ーグでは2.7倍以上の打席数を必要とする。
　　打席数とは、打数、四球、死球、犠牲バント、犠牲フライおよび妨害または走
塁妨害による出塁数の各々の合計をいう。

　　ただし、必要な打席数に満たない打者でも、その不足数を打数として加算し、
なお最高の打率、長打率、出塁率になった場合には、この打者がリーグの首位打
者、最高長打率打者、最高出塁率打者となる。
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【原注】　１クラブあたり162試合が組まれているメジャーリーグでは、その3.1倍の502、
１クラブあたり140試合が組まれているマイナーリーグでは、その2.7倍の378が規定
打席数である。端数は四捨五入する。たとえば、162の3.1倍は502.2だが、端数を切
り捨てて502が規定打席数となる。

　　Ａが、500打数181安打、打率３割６分２厘で、502打席以上の打者中最高打率を記
録したとしても、490打席のＢが440打数165安打、打率３割７分５厘を記録した場合、
首位打者はＢである。なぜなら、Ｂの打数に12を加えて打率を算出すると３割６分５
厘となり、Ａを上回るからである。

（ｂ）　メジャーリーグの最優秀防御率投手は、少なくともそのリーグで１クラブあ
たりに組まれている試合総数と同数以上のイニングを投球していなければならな
い。

　　マイナーリーグでは、少なくともそのリーグで１クラブあたりに組まれている
試合総数の80％の数と同数以上のイニングを投球していなければならない。

【原注】　１クラブあたり162試合が組まれているメジャーリーグでは、162イニングが規
定投球回数である。1612/3イニングの投手は資格がない。１クラブあたり140試合が組
まれているマイナーリーグでは、112イニングが規定投球回数である。端数は、最も近
い３分の１の値に切り捨てまたは切り上げる。たとえば、１クラブあたり144試合が組
まれているマイナーリーグでは、144の80％は115.2で、1151/3イニングが規定投球回
数となる。１クラブあたり76試合が組まれているマイナーリーグでは、76の80％は
60.8で、602/3イニングが規定投球回数となる。

（ｃ）　守備の最優秀プレーヤーは、各ポジションにおける最高の守備率を得た野手
に与える。
（１）　捕手は、少なくともそのリーグで１クラブあたりに組まれている試合総数
の半数以上の試合に、捕手として出場しなければならない。

（２）　内野手および外野手は、少なくともそのリーグで１クラブあたりに組まれ
ている試合総数の３分の２以上の試合に、そのポジションの守備につかなけれ
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ばならない。
（３）　投手は、少なくともそのリーグで１クラブあたりに組まれている試合総数
と同数以上のイニングを、投球していなければならない。

　　ただし、規定投球回数に満たない投手が、規定に達した投手よりも守備機会
数（刺殺、補殺、失策の合計）をより多く記録し、なお守備率が最高の場合に
は、その投手が最高守備率投手となる。

【9.22注】　我が国のプロ野球では、〝組まれている試合総数〟を〝行なった試合数〟に
置きかえて適用する。数の算出にあたり、端数は本条（ａ）（ｂ）各［原注］に準ずる。

9.23　連続記録の規定〈10.23〉
（ａ）　連続安打の記録は、四球、死球、打撃または走塁妨害、および犠牲バントに
よって中断されない。しかし、犠牲フライはその記録を中断する要素となる。

（ｂ）　連続試合安打の記録は、すべての打席が四球、死球、打撃または走塁妨害お
よび犠牲バントのいずれかであったとき、中断されたことにはならない。しかし、
犠牲フライはその記録を中断する要素となる。

　　プレーヤー個人の連続試合安打の記録は、そのプレーヤーが連続出場した試合
の結果によって決定される。

【注】　プレーヤーが試合に出場していたが、打席がこないうちに試合が終わった場合
および塁上の走者がアウトになって攻守交代となったためなど打席に入ったが打撃
を完了できなかった場合は、連続安打および連続試合安打の記録が中断されたもの
とはみなさない。

（ｃ）　プレーヤーが連続試合出場を記録するためには、少なくとも自チームのある
イニングの守備（回の初めから終わりまで）に出場するか、あるいは塁に出るか
アウトになって打撃を完了しなければならない。代走として試合に出ただけでは、
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連続試合出場を記録したことにはならない。
　　プレーヤーが本項の要件を満たさないうちに、審判員によって試合から除かれ
た場合は、この連続試合出場の記録が中断されたことにはならない。

（ｄ）　サスペンデッドゲームで、本条各項を適用するにあたっては、その続行試合
でのすべてのプレイは、一時停止された元の試合日に記録されたものとみなす。
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